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告 示

高知県告示第240号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 3 項におい

て準用する同法第252条の 2 の 2 第 2 項の規定により、南国市に

おける行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1項の機

関の事務については、次の規約によって、その委託を受けた。

令和 3年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

南国市と高知県との間の行政不服審査法第81条第 1項の

機関の事務の委託に関する規約

（行政不服審査会の事務の委託）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 1 項

の規定に基づき、南国市（以下「甲」という。）は、行政不服

審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1項の機関の事務の処

理を高知県（以下「乙」という。）に委託する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第 2条　乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行については、乙の当該委託事務

の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服

審査会の定め（以下「条例等」という。）によるものとする。

（委託事務に要する経費の支弁の方法）

第 3条　委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

これを乙に交付するものとする。

2　前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と南国市長と

が協議して定める。

（その他委託事務に関し必要な事項）

第 4条　委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃

された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知し

なければならない。

2　前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条

例等を公表しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規約は、令和 3年 4月 1日から施行する。

（規約の告示）

2　甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条

例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとす

る。

高知県告示第241号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 3 項におい

て準用する同法第252条の 2 の 2 第 2 項の規定により、香南市に

おける行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1項の機

関の事務については、次の規約によって、その委託を受けた。

令和 3年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

香南市と高知県との間の行政不服審査法第81条第 1項の

機関の事務の委託に関する規約

（行政不服審査会の事務の委託）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 1 項

の規定に基づき、香南市（以下「甲」という。）は、行政不服

審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1項の機関の事務の処

理を高知県（以下「乙」という。）に委託する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第 2条　乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行については、乙の当該委託事務

の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服

審査会の定め（以下「条例等」という。）によるものとする。

（委託事務に要する経費の支弁の方法）

第 3条　委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

これを乙に交付するものとする。

2　前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と香南市長と

が協議して定める。

（その他委託事務に関し必要な事項）

第 4条　委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃

された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知し

なければならない。

2　前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条

例等を公表しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規約は、令和 3年 4月 1日から施行する。

（規約の告示）

2　甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条

例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとす

る。

高知県告示第242号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 3 項におい

て準用する同法第252条の 2 の 2 第 2 項の規定により、日高村に

おける行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1項の機

関の事務については、次の規約によって、その委託を受けた。

令和 3年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

日高村と高知県との間の行政不服審査法第81条第 1項の

機関の事務の委託に関する規約

（行政不服審査会の事務の委託）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 1 項

の規定に基づき、日高村（以下「甲」という。）は、行政不服

審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1項の機関の事務の処

理を高知県（以下「乙」という。）に委託する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第 2条　乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行については、乙の当該委託事務

の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服

審査会の定め（以下「条例等」という。）によるものとする。

（委託事務に要する経費の支弁の方法）

第 3条　委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

これを乙に交付するものとする。

2　前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と日高村長と

が協議して定める。

（その他委託事務に関し必要な事項）

第 4条　委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃

された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知し

なければならない。
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2　前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条

例等を公表しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規約は、令和 3年 4月 1日から施行する。

（規約の告示）

2　甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条

例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとす

る。

高知県告示第243号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 3 項におい

て準用する同法第252条の 2 の 2 第 2 項の規定により、香南香美

衛生組合における行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条

第 1項の機関の事務については、次の規約によって、その委託を

受けた。

令和 3年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

香南香美衛生組合と高知県との間の行政不服審査法第81

条第 1項の機関の事務の委託に関する規約

（行政不服審査会の事務の委託）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 1 項

の規定に基づき、香南香美衛生組合（以下「甲」という。）

は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1項の機

関の事務の処理を高知県（以下「乙」という。）に委託する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第 2条　乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行については、乙の当該委託事務

の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服

審査会の定め（以下「条例等」という。）によるものとする。

（委託事務に要する経費の支弁の方法）

第 3条　委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

これを乙に交付するものとする。

2　前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と香南香美衛

生組合長とが協議して定める。

（その他委託事務に関し必要な事項）

第 4条　委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃

された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知し

なければならない。

2　前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条

例等を公表しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規約は、令和 3年 4月 1日から施行する。

（規約の告示）

2　甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条

例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとす

る。

高知県告示第244号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 3 項におい

て準用する同法第252条の 2 の 2 第 2 項の規定により、仁淀川下

流衛生事務組合における行政不服審査法（平成26年法律第68号）

第81条第 1項の機関の事務については、次の規約によって、その

委託を受けた。

令和 3年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

仁淀川下流衛生事務組合と高知県との間の行政不服審査

法第81条第 1項の機関の事務の委託に関する規約

（行政不服審査会の事務の委託）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 1 項

の規定に基づき、仁淀川下流衛生事務組合（以下「甲」とい

う。）は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1

項の機関の事務の処理を高知県（以下「乙」という。）に委託

する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第 2条　乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行については、乙の当該委託事務

の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服

審査会の定め（以下「条例等」という。）によるものとする。

（委託事務に要する経費の支弁の方法）

第 3条　委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

これを乙に交付するものとする。

2　前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と仁淀川下流

衛生事務組合管理者とが協議して定める。

（その他委託事務に関し必要な事項）

第 4条　委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃

された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知し

なければならない。

2　前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条

例等を公表しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規約は、令和 3年 4月 1日から施行する。

（規約の告示）

2　甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条

例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとす

る。

高知県告示第245号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 3 項におい

て準用する同法第252条の 2 の 2 第 2 項の規定により、日高村佐

川町学校組合における行政不服審査法（平成26年法律第68号）第

81条第 1項の機関の事務については、次の規約によって、その委

託を受けた。

令和 3年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

日高村佐川町学校組合と高知県との間の行政不服審査法

第81条第 1項の機関の事務の委託に関する規約

（行政不服審査会の事務の委託）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 1 項

の規定に基づき、日高村佐川町学校組合（以下「甲」とい

う。）は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1

項の機関の事務の処理を高知県（以下「乙」という。）に委託

する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第 2条　乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行については、乙の当該委託事務

の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服

審査会の定め（以下「条例等」という。）によるものとする。

（委託事務に要する経費の支弁の方法）

第 3条　委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

これを乙に交付するものとする。

2　前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と日高村佐川

町学校組合長とが協議して定める。

（その他委託事務に関し必要な事項）

第 4条　委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃

された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知し

なければならない。

2　前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条

例等を公表しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規約は、令和 3年 4月 1日から施行する。

（規約の告示）

2　甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条

例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとす

る。

高知県告示第246号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 3 項におい

て準用する同法第252条の 2 の 2 第 2 項の規定により、仁淀消防

組合における行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1

項の機関の事務については、次の規約によって、その委託を受け

た。

令和 3年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

仁淀消防組合と高知県との間の行政不服審査法第81条第

1項の機関の事務の委託に関する規約
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（行政不服審査会の事務の委託）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 1 項

の規定に基づき、仁淀消防組合（以下「甲」という。）は、行

政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第 1項の機関の事

務の処理を高知県（以下「乙」という。）に委託する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第 2条　乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行については、乙の当該委託事務

の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服

審査会の定め（以下「条例等」という。）によるものとする。

（委託事務に要する経費の支弁の方法）

第 3条　委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

これを乙に交付するものとする。

2　前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と仁淀消防組

合長とが協議して定める。

（その他委託事務に関し必要な事項）

第 4条　委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃

された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知し

なければならない。

2　前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条

例等を公表しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規約は、令和 3年 4月 1日から施行する。

（規約の告示）

2　甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条

例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとす

る。

高知県告示第247号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 3 項におい

て準用する同法第252条の 2 の 2 第 2 項の規定により、高知中央

西部焼却処理事務組合における行政不服審査法（平成26年法律第

68号）第81条第 1 項の機関の事務については、次の規約によっ

て、その委託を受けた。

令和 3年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

高知中央西部焼却処理事務組合と高知県との間の行政不

服審査法第81条第 1項の機関の事務の委託に関する規約

（行政不服審査会の事務の委託）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第 1 項

の規定に基づき、高知中央西部焼却処理事務組合（以下「甲」

という。）は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条

第 1項の機関の事務の処理を高知県（以下「乙」という。）に

委託する。

（委託事務の管理及び執行の方法）

第 2条　乙が前条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事

務」という。）の管理及び執行については、乙の当該委託事務

の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服

審査会の定め（以下「条例等」という。）によるものとする。

（委託事務に要する経費の支弁の方法）

第 3条　委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、

これを乙に交付するものとする。

2　前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と高知中央西

部焼却処理事務組合管理者とが協議して定める。

（その他委託事務に関し必要な事項）

第 4条　委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃

された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知し

なければならない。

2　前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条

例等を公表しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この規約は、令和 3年 4月 1日から施行する。

（規約の告示）

2　甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条

例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとす

る。
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